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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（令和２年４月５日 ０８時００分ごろ～２１時１５分ごろの

間） 

発生場所 不明（高知県高知港～高知県室戸市室戸岬西方沖約１３海里（Ｍ）の

間） 

事故の概要  プレジャーボートSEA
シ ー

 BREEZE
ブ リ ー ズ

Ⅱは、無人の状態で漂流しているとこ

ろを発見され、船長が行方不明となった。 

事故調査の経過 令和２年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明となってい

るため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート SEA BREEZEⅡ、５トン未満 

 ２５１－１３７６５高知、個人所有 

 ７.１４ｍ（Lr）×２.７５ｍ×１.３６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１１０.３３kＷ、平成２年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１４年７月４日 

  免許証交付日 平成２９年６月２８日 

       （令和４年７月３日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、視程 約１０km 

 高知港南方沖約２２Ｍに位置する土佐黒潮牧場１２号施設灯におけ

る本事故当日の観測値は次のとおりであった。 

時刻

(時) 

風向

(°) 

風速

(m/s) 

 時刻

(時) 

風向

(°) 

風速

(m/s) 

05 356 5.94  14 007 7.61 

06 007 7.30  15 359 8.87 

07 006 11.47  16 007 10.79 

08 006 13.67  17 010 11.35 
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09 010 13.75  18 014 10.91 

10 004 12.70  19 007 9.72 

11 013 12.05  20 000 9.72 

12 020 10.51  21 003 9.94 

13 017 9.53  22 356 10.11 

海象：波向 北、波高 約３.０～３.５ｍ、水温 約１８℃ 

 四国沖北部には、４月５日０５時２２分に海上強風警報（最大風速

１８m/s）が発表され、６日０５時２５分に解除された。 

 事故の経過  船長は、令和２年４月５日０５～０６時ごろ自宅を出発し、自動車

で本船を係留している高知港のマリーナ（以下「本件マリーナ」とい

う。）に向かった。 

 船長は、０６時５９分ごろから０７時０２分ごろまで友人と携帯電

話で通話し、波が高いものの、釣りの目的で高知県香南市手結
て い

岬の東

方に向かう旨を話した後、０７時５７分ごろから０８時００分ごろま

で親族と携帯電話で通話し、風があるので釣り場を移動する旨を話し

た。 

 船長が経営する会社の取引先の担当者は、１５時１９分ごろ船長の

携帯電話に連絡したものの、応答がなかった。 

 本件マリーナの担当者は、営業終了時刻の１７時３０分を過ぎても

本船が帰港しなかったので、１７時３６分ごろ船長の携帯電話に発信

したものの応答がなく、１８時２３分ごろ１１８番通報を行った。 

 本船は、海上保安庁の巡視船及び航空機による捜索が行われ、２１

時１５分ごろ、室戸岬西方沖１３Ｍ付近で、機関が中立運転とされ、

船首からアンカーが海中に投入された状態で漂流しているところを発

見され、船内の捜索が行われたものの、船長を発見することができ

ず、海上の捜索が継続されたものの、船長が行方不明となった。 

本船は、発見された際、船内には携帯電話、財布及び運転免許証等

が入った鞄が残されており、後部甲板のロッドホルダーに釣り竿
ざお

が固

定された状態であった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  (1) 本船に関する情報 

   本船は、操縦室の両舷に通路があり、操縦室入口の両舷、操縦

室外側の両舷、両舷の舷縁、船尾部にハンドレールが、船首部に

バウレールがそれぞれ設置されていた。 

   操縦室両舷の通路の幅は、船尾側の最狭部が約０.２５ｍ、船

首側の最広部が０.３３ｍ、両舷のハンドレールの舷縁からの高

さは約０.１５～０.５ｍ、後部甲板のブルワークの甲板上からの

高さは約０.６ｍ、バウレールの甲板上からの高さは約０.６ｍで

あった。（写真１～８参照） 
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船尾部にはトランサムラダー及びトランサムステップが備えられて

おり、トランサムステップの海面上からの高さは約０.４５ｍであっ

た。（写真９参照） 

 

 

写真４ 左舷側通路１ 写真５ 左舷側通路２ 写真６ 左舷側通路３ 

ハンドレール ハンドレール ハンドレール 

写真７ 船首甲板 写真８ 後部甲板 

ハンドレール 

バウレール 
高さ約 0.6m 
 

ブルワーク 
高さ約 0.6m 
 

写真１ 右舷側通路１ 写真２ 右舷側通路２ 写真３ 右舷側通路３ 

通路幅 
約 0.25～0.33m 

高さ 
約 0.15～0.5m 

ハンドレール ハンドレール ハンドレール 
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写真９ 船尾部 

 

 (2) ＧＰＳプロッターの航跡に関する情報 

   本船の操縦室にはＧＰＳプロッターが設置されており、航跡の

記憶間隔の設定は１０秒に１ポイントであり、本船が発見された

際、作動中であり、航跡の記録が行われている状態であった。 

   航跡は、高知港から東南東方沖約８.７Ｍの水深５０ｍ付近の

場所まで伸びた後に方角が変わり、本船が発見された場所まで南

南東方向に伸びていた。また、本船は発見された後、巡視船で高

知港にえい
．．

航され、えい
．．

航中にＧＰＳプロッターの電源が切られ

たため、航跡が途中で途切れていた。（写真１０、１１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 船長に関する情報 

   船長は、ふだん錨泊して釣りを行う際、船首を風向に向け、船

首から重さ約１５kg のダンフォース型アンカーを投入し、機関

を中立運転とした状態で、後部甲板のロッドホルダーに釣り竿を

固定して釣りを行っていた。 

   本件マリーナの担当者は、本船の操縦室の横の通路が約０.２

～０.３ｍで、ハンドレールの高さが約０.５ｍ以下であり、本船

が発見された際、船首からアンカーを海中に投入した状態で漂流

していたことから、船首甲板でアンカーを打ち直した後か、アン

カーを打ち直す前に、通路を歩いていた際に風波の影響で船体が

写真１０ ＧＰＳプロッターの航跡 写真１１ ＧＰＳプロッターの航跡(拡大) 

航跡(水色) 

えい航中の航跡 

本船発見場所 
（概位） 

高知港から東南東方沖約８.７Ｍの

水深５０ｍ付近の場所 

トランサムステップ 
海面上からの高さ約 0.45m 

トランサムラダー 
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動揺し、船長がバランスを崩して落水した可能性があるのではな

いかと本事故後に思った。 

   船長は、本事故当日、長袖の上着、防寒タイプのズボン、かか

と付きのサンダルを着用して自宅を出発した。また、ふだん、腰

巻き式の救命胴衣を着用していたが、本事故後、船内から発見さ

れなかった。 

   船長は、ふだん、釣りに出かける前には、テレビ及びインター

ネットで気象情報を確認し、海岸で目視により海象を確認してい

た。 

   船長は、健康状態は良好で、持病はなかった。 

 (4) 気象海象に関する情報 

   本事故当日に高知港から出航したプレジャーボート（長さ約１

２ｍ）の船長は、０５時３０分ごろ高知港南東方沖５.５Ｍ付近

に到着し、錨泊して釣りを行っていたが、風が強く（風速約１０

m/s）、波浪が高く（波高約３.０～３.５ｍ）、船体動揺が大きか

ったことから１０時ごろ釣りをやめて揚錨し、１１時ごろ高知港

に帰港した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。 

 船長は、高知港を出航後、４月５日０８時００分ごろ親族と携帯電

話で通話した後、２１時１５分ごろ室戸岬西方沖１３Ｍ付近で本船が

無人の状態で漂流しているところを発見されたことから、この間にお

いて落水して行方不明となったものと考えられる。 

 本船は、発見された際、機関が中立運転とされ、船首からアンカー

を海中に投入した状態で漂流しており、後部甲板のロッドホルダーに

釣り竿が固定された状態であったことから、船長が釣り中に落水した

可能性があると考えられる。 

本事故当時、高知港南東方沖５.５Ｍ付近において、海上強風警報

が発表され、風力４～６の北風～北北東風が吹き、波高約３.０～３.

５ｍの波浪が発生していたことから、本船は、風波を受けて大きく動

揺していたものと考えられる。 

原因 本事故は、高知港南東方沖において、海上強風警報が発表され、風

力４～６の北風～北北東風が吹き、波高約３.０～３.５ｍの波浪が発

生している状況下、船長が本船から落水したことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・プレジャーボートの船長は、気象及び海象に関する注意報及び警

報が発表されている時は、船舶の堪航性を考慮して出航の可否を

判断するとともに、出航後も気象及び海象の変化に応じて適切な

時機に帰航すること。 

・プレジャーボートの船長は、甲板上では、ハンドレール等につか

まって姿勢を低くするなどして安定した姿勢を保ち、落水するこ

とがないよう十分に注意すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

高知県香南市 

室戸岬 

手結岬 

高知港 

土佐黒潮牧場１２号施設灯（気象観測場所） 

本船発見場所 

（令和２年４月５日２１時１５分ごろ） 

海上の数値は水深(m)を
表している。 

GPS プロッターの航跡が 

南南東方に変わった場所 

高知県 

高知港から出航したプレジ

ャーボートの船長が釣りを

していた場所 


